
市 申請者
（利害関係者） 裁判所 管理者

申立て
【必要な費用等】
・収入印紙1,000円
・郵便切手6,000円

受理・審査

申立受理証明書発送

予納金の支払
【予納金の内訳】
・管理に要する経費
（解体費等含む）
・管理者報酬費 等

①助成金交付申請
事前審査申込

・管理者決定
・管理命令を発令
・予納金の受け渡し

管理事務の開始
(空き家の解体開始)

管理事務
(裁判所に逐次報告

を行う）

管理処理の終了
報告

(空き家の解体終了)

申請フロー
※裁判所及び管理者の項目は空き家の解体を前提とした文言となっています。

・受理
・予納金精算額確認

・終了証明の発行
・予納金残余返還
（予納金の精算後、
残余があった場合）

②助成金交付申請

受理・審査

審査結果通知書
の発送

受理

受理・審査

助成金交付決定兼
確定通知書の発送 受理

③助成金の請求受理・審査

助成金支払 受領

市への申請の際に必要な書類
①助成金交付申請事前審査申込
（１）事前審査申込書（様式１）
（２）裁判所の受付印が押印された申立書の写し
（３）申立受理証明書の写し
（４）予納金の支払を証明できる書類
（５）対象となる所有者不在等空き家の写真及び

位置図（任意様式）
（６）本人確認書類（運転免許証，マイナンバー

カード等、郵送時は写し）

②助成金交付申請
（１）助成金交付申請書（様式２）
（２）裁判所が発出する、事件終了証明書等、

助成対象所有者不在等空き家が解体され
たことがわかる書類

（３）裁判所が発出する、精算後の予納金の
内訳がわかる書類

（４）工事完了後の現況写真
（５）市税等納付状況確認同意書
（６）その他市⻑が必要と認める書類③助成金の請求

（１）助成金交付請求書（様式５）

予納金額の通知

受理


